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【１】「PCT 国際出願関係手数料改定」について（特許庁） 

■…━…━…━…━…━…━…━イベント情報━…━…━…━…━…━…━…■  

【２】中国地域知的財産マネジメントセミナー 

   「AI・IoT に関する審査基準」開催のお知らせ（中国経済産業局）  

【３】「意匠調査研修（審査官の視点に近づこう！）」のお知らせ（INPIT） 

【４】知的財産ミニ勉強会（web）「特許_発明のとらえ方」のお知らせ 

   （広島県発明協会） 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■  

【５】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

  「『特許破りの女王 弁理士・大鳳未来』のご紹介」 

   日本弁理士会中国会  弁理士 川角 栄二 

■…━…━…━…━…━…もうけの花道をいく━…━…━…━…━…━…━…■  

【６】～意匠権について～ 

     今回のピックアップ動画は、「意匠権とブランディング」 

                  「意匠権で機能を保護する」 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■  

【７】J-PlatPat メンテナンスのお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

２．内 容 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【１】「PCT 国際出願関係手数料改定」について（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

2022 年 9 月 1 日から、国際出願関係手数料が改定されます。 

2022 年 9 月以降に本手数料の納付をする場合は、手数料の額及び適用関係に  

ご注意をお願いします。 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_tesuukaitei.html 

■…━…━…━…━…━…━…━イベント情報━…━…━…━…━…━…━…■  

イベント情報については、以下の中国地域知的財産戦略本部 HP のイベントカレ 

ンダーを随時更新しておりますので、こちらもご活用ください。  

  

▽中国地域知的財産戦略本部 HP イベントカレンダー▽ 

https://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/event/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【２】中国地域知的財産マネジメントセミナー 

   「AI・IoT に関する審査基準」開催のお知らせ（中国経済産業局）  



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

中国経済産業局では、AI・IoT と知財に関するセミナー「AI・IoT に関する審査基 

準に関して」をオンラインで開催いたします。 

 

日  程：9/28（水）13:30～15:00 

開催方法：オンラインリアルタイム（Microsoft Teams） 

対  象：AI・IoT に関する特許権取得に興味のある方 

定  員：50 名程度 

参 加 費：無料 

申込締切：9/20（火） 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.chugoku.meti.go.jp/event/chizai/220817.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【３】「意匠調査研修（審査官の視点に近づこう！）」のお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

知財戦略の推進には、強くて広い意匠権を取得するだけでなく、自社の意匠権を  

実施しやすい環境を整備することも必要です。 

本研修では、意匠権による有効な保護、権利化後の権利範囲を適切にとらえ、事  

業戦略の下で意匠権の活用を考えることができる人材の育成を目的に、J-PlatPat 

による意匠権調査や先行意匠調査能力を一層向上し、意匠審査官の類否判断手法  

についても理解するための講義を提供するほか、意匠制度への理解を深めていた  

だくために、意匠制度のポイントとその活用についてもお伝えします。 

 

研修期間：10/12（水）～10/14（金） 

募集期間：8/1（月）～9/9（金）17 時 

研修方法：オンラインリアルタイム（Microsoft Teams） 

対 象 者：中小企業、研究機関、弁理士事務所等において、 

・先行意匠調査、意匠権調査の業務に従事する者 

・製品デザイン開発に従事する者 など 

（注）上記募集対象者以外の方でも申込みを受け付けます。 

定  員：20 名程度（先着順） 

受 講 料：30,300 円（消費税込） 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/design/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【４】知的財産ミニ勉強会（web）「特許_発明のとらえ方」のお知らせ 

   （広島県発明協会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

技術開発・製品開発の過程では、必ず発明が生まれています。  

その発明を、ノウハウとして止めておくことも、意匠権を取得することも大切で 



すが、特許権の取得は有用です。 

有用な特許権が取得できるか否かは、「発明の捉え方」次第と言っても過言では  

ありません。 

本セミナーでは、技術開発・製品開発の成果から特許請求の範囲を決めるまでに  

必要な「発明の捉え方」について説明いたします。  

 

日  時：9/16（金）13:30～14:30 

開催方法：Zoom ウェビナーによるライブ配信 

参 加 費：無料 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/hiroshima/news/cat2/post_36.html 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■  

【５】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・* 

企業や個人の皆様が「知的財産」に対する興味・関心を持つとともに、知識を深 

めるきっかけにしていただくことを目的に、「知的財産」に関するコラムの連載  

をしています。最前線でご活躍される弁理士の方々によるホットな情報をお届け  

していますので、お楽しみください。 

（日本弁理士会 中国会にご協力いただき、月 2 回程度配信予定です。） 

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・* 

■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓  

□■□「『特許破りの女王 弁理士・大鳳未来』のご紹介」  ┃ 

■□－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┃  

┃ 日本弁理士会中国会  弁理士  川角 栄二        ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛  

 今年度の「このミステリーがすごい！」大賞を受賞した「特許破りの女王 弁 

理士・大鳳未来」という小説をご存じでしょうか？題名から想像できる通り、ズ  

バリ特許をネタにした小説ですので、今年１月の発売からやや時間が経ちました  

が、今回このコラムでご紹介させていただきます。 

 物語のざっくりしたあらすじは、絶大な人気を誇る Vtuber（CG のキャラクター 

を使用して動画配信する Youtuber のこと）天の川トリィに対して特許侵害の疑い 

がかけられ、動画配信が継続できなくなる絶体絶命のピンチにあったところを、  

「特許破りの女王」の異名を持つ弁理士・大鳳未来がその知識・スキル・人脈を  

存分に駆使して見事に救う、というものです。 

 動画配信業界、知財業界に関連する多彩な人物が登場して、楽しく読める物語  

になっています。そんな中、特許権の下では超人的存在の Vtuber であっても普通 

の人と同様に服従しなければならない、という特許の絶対的な存在感に面白みが  

感じられました。また、物語では特許権という刃が天の川トリィに向けられます  

が、その背景に企業同士の謀略があることも見逃せません。そしてミステリー小  

説らしく、弁理士・大鳳未来がその謀略の謎を解いていくのですが、ただ、その  



謎解きの鍵となるのが、ゴリゴリに特許法の規程となっています。そのため、特  

許法に詳しくないと置いてけぼりを食らうことになりかねませんが、このメルマ  

ガをお読みの方であれば、謎解きの醍醐味を十分に味わうことができると思いま 

す。 

 この物語は弁理士が主人公ですが、著者の南原詠氏も現役の弁理士です。弁理  

士の認知度向上を望む立場からすると、この本が（もっと）売れて、続編が出版  

され、アニメ化され、あわよくば月９でドラマ化されることを、期待せずにはい  

られません。 

■…━…━…━…━…━…もうけの花道をいく━…━…━…━…━…━…━…■  

【６】～意匠権について～ 

     今回のピックアップ動画は、「意匠権とブランディング」 

                  「意匠権で機能を保護する」 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■  

知財を楽しく学べる Web サイト「もうけの花道」から、おススメの動画情報を 

お届けするコーナー「もうけの花道をいく」！ 

 

前回に引き続き、３回シリーズの意匠権について解説した動画の残り２回分を一  

気にご紹介します。 

前回は、特許権と比べた意匠権のメリットを解説しましたが、今回は当該メリッ  

トを活かした活用例として、 

「意匠権とブランディング」（意匠権がブランドにも直結。） 

「意匠権で機能を保護する」（モノの機能を意匠権で保護するとは？）  

と題して解説しています。是非、ご覧ください。 

 

「意匠権とブランディング」： 

https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/104/index.html 

「意匠権で機能を保護する」： 

https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/105/index.html 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

【７】J-PlatPat メンテナンスのお知らせ（INPIT） 

以下の期間はメンテナンス等のため、J-PlatPat 全サービスを停止させて頂きます。 

2022 年 8 月 27 日(土)09:00～2022 年 8 月 28 日(日)21:00 

 

停止予定日時は、変更になることもありますのでご注意願います。  

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏  

 本メールサービスの内容等に対するお問合せ、ご意見、ご要望、また本メール  

 サービスの配信の希望、中止及び配信先の変更等はこちらへお願いします。  

 

 中国地域知的財産戦略本部事務局 

 経済産業省 中国経済産業局 地域経済部 産業技術連携課 知的財産室 

 住 所：〒７３０－８５３１ 広島市中区上八丁堀６番３０号 

 TEL：（０８２）２２４－５６８０  



 E-mail: cgk-tokkyo アットマーク meti.go.jp 

         (お願い)上記「アットマーク」を「@」に変更してください。 

 ＵＲＬ：https://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/mail_mz/index.html 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏  

 


